
お客様である経営者、従業員、その家族。係わりのある全ての皆様に貢献し、皆様の幸せのために尽力してまいります。
　私どもは、「人を大切にすること」「思いやること」「相手のために尽くすこと」を常に念頭に
おき、業務に当たっております。お客様のお話をよく聞き、ご要望を汲み取り、問題解決に
繋げていくことが私どもの使命です。
　お客さまである経営者の下には多くの従業員がいて、また、その方々には家族がいらっしゃ
います。その全ての皆様に貢献するために、俯瞰的な視野を持ち、どんな些細なことでも
真摯に対応してまいりますので、何なりとご相談ください。

労使間のトラブルを未然に防ぐためのアドバイスを行います。
　昨今の不景気の影響もあり、労使間のトラブルが急増しています。労務管理、
雇用問題に関することは経営者の悩みの種となり、いつまでも抱え込んでしまい
がちですが、特にトラブルになりやすい「解雇」や「残業問題」などについては、早期
の、そして確実な対応が求められます。
　経営者の皆様が思っている以上に、我々は法律という網にかかっていることを
認識し、行動する必要があるのです。当事務所は、「労使トラブルの未然防止」を
社会保険労務士の使命と考え、労務管理に特に力を入れておりますので、これらの
問題でお悩みの経営者の皆様はぜひご活用ください。

田 邉  勇 輝
Tanabe　Yuuki

平成3年 　　明治大学卒業後、大手ゼネコンに入社。
　　　　　　　　その後、親の経営する建設資材会社
　　　　　　　　で役員として従事。
平成15年  　　社会保険労務士、行政書士合格。
平成16年　4月　社会保険労務士、行政書士事務所開業。
平成19年11月　労働保険事務組合　認可。

相談・指導 事務手続 保険請求

・採用から退職までの雇用に関する相談
・会社規程など規程作成・改訂に関する相談
・労働基準監督署、社会保険事務所、会計
　検査院などの調査に対する相談
・労働時間・時間外労働時間に関する相談
・労使紛争未然防止に関する相談
・安全衛生に関する相談
・労災事故、交通事故に関する相談　　など

・労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金
　保険の手続き代行
・給与計算代行
・助成金の申請代行
・建設業許可申請
・産業廃棄物処理業許可申請
・宅建業免許申請
・貨物自動車業許可申請　　　　　　など

・労災保険（業務上災害、通勤災害）給付請求
・健康保険給付請求
・自賠責保険給付請求
・障害年金保険給付請求
・遺族年金保険給付請求　　　　など

タナベ労務管理事務所
〒328-0012 栃木県栃木市平柳町1-11-11

Tel:0282-20-7979／Fax:0282-20-7980／E-mail:info@tanabe-office.rpr.jp／URL:http://tanabe-office.rpr.jp

税理士や司法書士等との強固なネットワークにより、全面的に貴社をバックアップいたします。
　会社でお悩みや、お困りごとが発生
した際に「相談先が分からない」という方
が多くいらっしゃいます。そのような場合
は、まず当事務所までご相談ください。
税理士や司法書士等との強固なネット
ワークにより、迅速かつ最適な解決策を
ご提案いたします。

0282-20-7979
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